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令和４年度第２回 小田原市子ども・子育て会議 会議録 

 

日 時     ：令和４年 10月 21 日（金） 10：00 から 12：00 まで 

場 所     ：生涯学習センターけやき 第２会議室 

出 席 者     ：石井 安奈委員、大矢 雅子委員、川向 由起子委員、川本 桂子委員 

山岸 直子委員、中島 慶太委員、都築 顕道委員、武藤 保之委員 

吉田 眞理委員、佐々木 陽子委員、遠藤 貴文委員、山崎 美由樹委員 

山下子ども青少年部部長 

有泉子ども青少年支援課課長、上田係長 

杉山保育課課長、前島保育課施設整備担当課長 

濱野青少年課課長 

大井健康づくり課課長、古瀬係長 

石井教育総務課副課長 

西村教育相談担当課長 

吉野子ども青少年部副部長、竹内子育て政策課副課長、相原主任、小林主事 

会議次第 

１. あいさつ 

 ２. 議題 

（１）「第２期小田原市子ども・子育て支援事業計画」に位置付けた事業の令和３ 

年度実施状況について 

（２）「第２期小田原市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しについて 

（３）「小田原市子どもの貧困対策推進計画」（案）について 

（４）その他 

 

要旨は次のとおり 
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会長 

 

 

 

川向委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川向委員 

議題 

（１）「第２期小田原市子ども・子育て支援事業計画」に位置付けられた事業の令 

和３年度実施状況について 

 資料１に基づき事務局より説明。 

 

＜質疑応答＞ 

今の説明に対し、何かご質問等はございますか。 

川向委員お願いします。 

 

 １ページ目の(１)の地域子育て広場事業で、学生ボランティアを受け入れて、

お母さん方が色々とお話しやすかった等の良かったということが書いてあるの

です。地域子育てひろばは、主任児童委員が担当しており、お手伝いさせていた

だいているのですけれど、学生ボランティアの受け入れがあるというのは、聞い

ていなかったです。私の耳まで届いていないのかどうなのか、小田原市民生委員

児童委員協議会の児童部会が本年度、前年度中止になっておりますので、ちょっ

と周知が不足していると思うのですが。これはどういった経緯などで始まったこ

となのですか。 

 

連携事業は令和２年度の終わりぐらいに大学と地域子育てひろばと連携して

事業を取り組んでいこうという話があり、その後、各地区のひろばに対してアン

ケートを取らせていただいております。具体的には、学生ボランティアさんの受

け入れについて希望がありますか、あとまた受け入れに当たっては、何人受け入

れが可能ですかというようなアンケートを取らしていただいておりまして、その

アンケートで是非受け入れしますと手を挙げていた地区と調整をさせていただ

き、受け入れの調整をしました。 

その後なのですけれども、川向委員がおっしゃったとおり児童部会ということ

で、一堂に会しての協議会が開催できていなかったことから、各地区の主任児童

委員さんに対して、緑地区のひろばで１名学生を受け入れましたということで、

報告を兼ね通知をいたしました。 

 

 すいません、それがちょっと届いておりませんで、例えばアンケートの方はい
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川向委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

保育課長 

 

 

会長 

 

保育課長 

 

ただき、回答したと思うのですが。学生ボランティアの受入れ状況については子

育て政策課などに連絡をすればお願いできるのかなど、教えてほしかったなとい

う思いはあります。 

 

 今のお話いただきまして、大変行き届かないところがございまして申し訳ござ

いませんでした。コロナの事情がございまして、各地域子育てひろばについても

開催する予定でいたのですけれども、やはりコロナが蔓延し始めたので中止しま

すという地区もあり、大変地域の民生委員さん、児童委員さんもご苦労されたと

ころだと思います。そのような状況の中で、学生ボランティアの受け入れについ

ても、こちらとしても皆さんに積極的に周知して、受け入れをしていただきたい

ところもあったのですが、中々そこのところの具合が上手くいきませんでした。

今の川向委員さんのご意見もいただきましたので、今後はそういったものを広く

周知させていただきまして、学生ボランティアに地域に入っていただきまして、

活躍できるような場を設けさせていただきたいと思います。ありがとうございま

す。 

 

 よろしくお願いいたします。 

 

 他にいかがですか。 

 私の方からいいですか。今の同じ１ページの病児・病後児保育事業について、

コロナの影響で数が大きく下回ったということなのですけれども、それで評価は

Ｂということが書いてあるのですけれども、下回ってもある程度は保育する機会

があったということでＢなのでしょうか。 

 

 基本的にはコロナによりだいぶ利用者が減ったのですが、そうした中でも利用

者はあったということで、Ｂという評価にさせていただきました。 

 

 ある程度成果は上げられた評価だということでよろしいでしょうか。 

 

 はい、そうですね。 
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会長 

 

 

遠藤委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

青少年課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

遠藤委員 

 

会長 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。遠藤委員お願いします。 

 

 今説明があったところは、概ね評価の、Ａ、Ｂだったと思います。それで、そ

の他のＣについては新型コロナウイルスの影響ということなのですけれど、Ｄの

ところがコロナ以外の理由によりというところの評価になっているのですが、例

えば２ページの説明にはございませんでしたが、地域の見守り拠点づくり事業が

Ｄという評価になっていますので、補足説明をいただければありがたいなと思い

ます。 

 

 事務局説明をお願いいたします。 

 

 青少年課でございます。こちら２ページの地域の見守り拠点づくり事業です

が、「令和３年度実施内容及び課題」のところにも記載させていただいております

が、全体的には、コロナの影響で活動できなかったというところが大きいのです

けれども、一部コロナではなくて、担い手の大人の方が居なくなってしまって、

活動そのものが続けられなくなってしまった地域があったり、逆に、担い手はい

るのだけれども、その地域のお子さんの数が減ってしまって対象の方がおらず、

開いても誰も来ないということで、その活動をしばらく辞めたいという地域等ご

ざいまして、全てがコロナのせいというわけではなかったので、ここはＤという

形で回答させていただきました。以上でございます。 

 

 よろしいですか。 

 

 はい。 

 

そうしますと、今の 13の最後のところ、今後の展開のところと今の説明って符

合しないような感じなのですが。実施地区の拡大に努めているとしても、対象者

が居ないところもあるのですよね。だから実施地区の拡大に努めているというよ

りは、必要なところに必要な資源を増やしていくとか、そういうニーズとバラン

スを取っていくということなのかなあと思うのですけど、「事業の今後の展開」は
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事務局 

 

 

 

 

会長 

 

青少年課長 

 

会長 

 

青少年課長 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

武藤委員 

 

 

 

 

 

拡大なのでしょうか。 

 

 お子さんの少ない地域というのは、かなり限定されてしまうところもありまし

て、実際には実施地区を増やしていきたいというところの方が、実情としては多

いので、こちらの表記としては、拡大という形で表記をさせていただいておりま

す。 

 

 市、全体では拡大ということ。 

 

 はい、そうです。 

 

 それで、その人材不足については、色々な団体とも連携したいという。 

 

 はい、そうでございます。 

 

 はい、ありがとうございます。 

 

議題 

（２）「第２期小田原市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しについて 

事務局より資料 2-1、2-2 に基づき説明。 

 

＜質疑応答＞ 

今の説明に対し、何かご質問等はございますか。 

 武藤委員お願いします。 

 

 子育て支援事業の計画についてなんですが、今私が持っているこの資料の中で

は、令和３年度４月現在の量の見込みのところが出ているのですが、１号認定が

０人になっていて、３号認定についてはトータルで 78 人ということになってい

るのですが、令和５年ぐらいになると小田原市の出生率が、極端に落ちていると

いう情報が入っています。その場合、既存の保育園が認定保育園に変更すること

自体意味がないと思うことが１つ。要するに１号認定の子は０人だから、先行き
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保育課施設

整備担当課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

武藤委員 

 

会長 

 

山岸氏 

（児童相談

所長代理） 

そこまで増えないと思うのです。あと公立保育園と公立幼稚園について、前は認

定こども園の形で３園作るという事業計画があったように思います。それも、現

在橘地区で１園出来ていますよね。これは認定こども園として橘に出来ているの

ですが、このデータを見たら、令和５年、６年、７年になれば、明らかに子ども

の数は減ってきますよね。そこでなぜもう１園作るのかっていう、もうやめてほ

しいなというのが私の意見です。ニーズがないのになぜ作るのか。これ全然意味

がないと思います。だからその辺のことを是非、子ども・子育て会議の中で方向

性を出して欲しいと思います。以上です。 

 

 保育課よりお答えさせていただきます。 

武藤委員からご指摘のあったとおり、子どもの出生率自体は確かに減ってお

り、小田原市では毎年 1,000～1,100 人くらい出生していますが、少しずつ減って

いる状態でございます。これは、コロナの影響による産み控えなども影響してい

ると考えられます。先ほど説明の中で申し上げたとおり、0 歳から 5 歳の児童数

自体が毎年 200 人減っておりますので、当然、子ども・子育て支援事業計画につ

きましても、これからの状況を踏まえて、本当に必要なのかどうかということは、

検討させていただきたいと思います。ですから、現時点でやる・やらないのお話

はできませんが、そういう実情にあった中で適切な対応をしていきたいと思いま

すので、ご理解いただければと思います。以上でございます。 

 

 子ども・子育て会議の方では今、中間見直しということですよね。それで、ま

た次の計画が始まる時に、詳しい調査もして計画を立てていくっていうお話でよ

ろしいですか。 

 

 はい。 

 

 他にいかがでしょうか。山岸さんお願いします。 

 

 「子育て短期支援事業」（トワイライトステイ）についてですが、一時保護所が

定員満床の際、保護所には施設での一時保護を相談します。今回はここで、トワ

イライトステイ事業で夕方、ショートステイとしての受け入れの話があって、施
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会長 

 

 

事務局 

 

山岸氏（児童

相談所長代

理） 

 

 

会長 

 

子ども青少

年支援課子

ども若者相

談係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

設での一時保護が可能なお子さんについてもこれを利用できるのかと思い、頼も

しい部分もある反面、子どもを受け入れる人数や、施設の中でどれくらいのキャ

パがあるのか、その辺りがどのような感じで進めていくのか、小田原市の中での

事業とは別に、児相の保護の部分に何か影響があるのかないのかといったことも

含めて、お話を聞かせていただき対応を検討できればと思いました。意見という

ことではなく、以上のような感想を持ちました。 

 

 これについては、事業の進捗や詳細を今後お知らせいただけるということでよ

ろしいですか。 

 

 はい。 

 

 実際には、中々一時保護が難しいと言われている中で、こういう事業を立ち上

げて、小田原市のお子さんについては、児相の一時保護ではなく市の子育て短期

支援事業を使うことができるのか、市と児相がどのような形で連携が取れるのか

とかいうことも踏まえて、今後話しを進められると良いなと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

事業を立ち上げてくる時には、児相とやり取りというのは当然やっていかなけ

ればならないと思っています。それで、児相で一時保護を使わざるを得ない状況

のお子さんが、ショートステイで対応出来る場合もあるし、対応出来ない場合も

あります。他市ですでに事業を立ち上げているところなどは、児相から「このお

子さんは一時保護じゃなくてショートステイで対応できないか」といった依頼が

入ることもあるということです。けれども、「数日ショートステイでなんとか凌い

でくれ」といった依頼になると、ショートステイでの受け入れとしては難しいと

いうこともあるので、その辺どういうお子さんが受け入れられて、どういうお子

さんが児相の一時保護で対応しないといけないのかというのは、多分現場でやっ

ているワーカーまで認識をちゃんとしていかないと、事業をうまく分からないま

ま、あっちがやってくれないとか、そういうことにはならないようによく調整し

たいなと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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会長 

 

山岸氏（児童

相談所長代

理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

武藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このお答えでよろしいですか。 

 

 はい。 

 

 

 

《 休憩 》 

 

 

議題（３）「小田原市子どもの貧困対策推進計画」（案）について 

資料 3-1 から 3-5 に基づき事務局より説明。 

 

＜質疑応答＞ 

今の説明に対し、何かご質問等はございますか。 

 武藤委員お願いします。 

 

 事務局の説明を聞きまして、本当に素晴らしい考えだなというふうに思いま

す。また、職員の方々がこれだけ一生懸命長い間積み上げて、１つの制度が出来

るのだというのを今回初めて分かりました。本当に職員の皆様ご苦労様でした。

ただ、この文章を読んでみて、果たして現場で出来るかどうかということなので

す。貧困のスパイラルを抑えるためにはどうするかというと、個人情報保護法と

いうのがあって、要するに地域の人達にはサポート出来ないシステムになってい

ると思います。だから、その辺をしっかり考えていかないといけないと思います。

この計画は確かに文章的にはすごく素晴らしくていいと思いますし、地域社会み

んなで応援しようっていうのはよく分かるのですが。実際問題として、児相の職

員の方たちが歯がゆい思いをすごくしていると思います。やはり個人情報の問題

で、両親が納得しなければ一切手が出せない。でも、亡くならないと記事になら

ないし、ニュースにならない。だから、今年も３人くらい早めに児相の人達がピ

ックアップして確保しておけば、亡くなることもなかったような事件がありまし

た。だからその辺のところをぜひ、他の人達にも意見を聞きたいなと思います。
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

本当に職員の方、ご苦労様でした。 

 

 ご意見というか、感想ということでよろしいですか。あの、今これから皆さん

の色々な意見をいただきたいという励ましの言葉をいただきましたので、皆さん

いかがでしょう。これを実際に運用していくにあたって、こういうところはこう

ですよとかいう意見があればお願いいたします。 

 私の方からいいですか。小田原市子どもの貧困対策推進計画というところが、

新しくこの６章に足されたわけですけれども、この並んでいる施策の中で、この

計画のために新しく作られたものはどれですか。私が質問しているのは、今まで

あった事業の中でここに掲載したものではなく、新しく立ち上げた事業について

です。何かの計画を策定するためには、新しいことをしなければ変わりませんよ

ね。今まであったものの並び方を変えただけでは、武藤委員がおっしゃったよう

に変わらないのです。だからこの計画を実施するために、新しく市で取り組むこ

とは何ですかと伺っています。 

 

今ご指摘のございました新しい取り組みにつきましては、計画の中にはあがっ

ていません。今まで市が取り組んできた様々な事業の中で、特に貧困に関わる事

業は何なのかといったものを、現時点では整理したものとなっております。それ

で、これは市の事情となってしまいますけれども、新規の事業で予算が必要とな

ってしまう事業については、これから市で予算編成をしていく中で決定していき

ます。また、総合計画に位置付けるといったような事務的なことがございますの

で、そういったものを経た上で、今後新たに取り組むものがありましたら、ここ

の中に位置付けていくということになります。ですから、今お示ししてあります

事業名につきましては、すでに市が取り組んでいる事業を５つの重点施策に整理

させていただいたということになります。それで、本日、委員の皆様から様々な

ご意見をいただきまして、是非新規にこういう取り組みをしていただきたいと言

ったものがありましたらば、私共の方でもそういったものが出来るかどうか検討

させていただいて、今後の予算要求、または新規事業ということであげていきた

いと考えているところです。 

 

 はい。ありがとうございます。 
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佐々木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課

副課長 

 

 

 

 

 

予算要求するためには、新しいこれをしたいっていうのは必要ですよね。ですか

ら、もし必要だったらということで佐々木委員お願いします。 

 

 子どもの放課後居場所づくりという部分で、今だと放課後児童クラブが中心に

なると思うのですが、ココフレンド事業といって他市でやっているのですけれど

も、学童保育とは違いまして、仕事をしていても仕事をしていなくても長期休み

などで利用できるっていうそういう場所があります。小学校の教室とか校庭など

を利用して、あくまで地域の方々が見守り隊として、その子ども達を見守るとい

う事業で、コーディネーターの方が地域の交流の歯車として行っています。それ

で、登録料というのを支払うのですが、その中に保険料が含まれていて、怪我を

した場合はその保険料で賄うっていうことで、小学校１年生から６年生までの子

が基本的には使用できる事業です。学童と違い、例えばお母様方が、子どもが小

学校に入って短い時間だけどお仕事をしたいっていう場合なども預けることが

出来ます。私は子どもを幼稚園などに送る時に、結構地域の方が立って見守り隊

みたいな形で小学校の帰宅する子を温かくお迎えしている、そういう高齢の方と

か結構いらっしゃるなあという印象があったので。このココフレンド事業のよう

な運営自体は市で賄わなければいけないですし、地域のコーディネーターの方を

募集しなければならないので、一概には難しい部分もあると思うのですが、こう

いったサービスが増えていくと、地域の色々な方が子どもを見ていただけるとい

う状況になりやすいし、お母様方が放課後子どもをどうしたら良いかという子ど

もの居場所づくりの１つの場所として、あればすごく素晴らしいなと１つの意見

ですけれども思いました。よろしくお願いします。 

 

 

今おっしゃった事業に近いもので、資料３－４の３ページの上から２番目に、放

課後子ども教室推進事業というものがあります。ここ２年間コロナの関係で実施

できていなかったのですが、先週から再開いたしました。どういう事業かと言い

ますと、地域の方々を中心に放課後の空き教室に子ども達を集めて、学習支援を

中心に行っています。学習支援だけではなくて、空いていれば体育館で遊んだり

というようなことも行っておりまして、佐々木委員がおっしゃられた事業に近い

のではないかと思います。また、この事業は市内すべての小学校で実施していま
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会長 

 

佐々木委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

す。 

 

 よろしいですか。 

 

 はい。 

 

 他にいかがでしょうか。あの、私からいいですか。 

３－４の資料のところに並んでいる施策は、貧困ということにまったく言及して

いないものが入っているのですが、この貧困対策となるためには、今ある事業を

貧困対策に向けて少しシフトしないといけないと思います。そういう計画はおあ

りでしょうか。 

  

おっしゃったように、今ここに掲載されている事業は、既存の事業を体系毎に整

理したものでございます。直ちにこれが大きく貧困対策にシフトするというよう

な具体的な回答はございませんけれども、今回小田原市も貧困対策推進計画を策

定して、それを掲げて推進していくというところで、市の職員も改めて各事業を

貧困という視点から、見直して推進していくことになるとは考えております。ま

た、そういったことを庁内関係各課に定着してまいりたいと思っております。以

上です。 

 

 はい。ありがとうございます。 

ここで貧困対策ということで、事業を挙げてくださった課においては、この事業

が貧困対策になり得るのだなという意識付けにはなったかなと思うので、今後こ

の「子ども・子育て支援計画」を評価していきますよね。その時にこれらの事業

が、この後の計画期間の中で貧困対策に向けてシフトできたかどうかっていうと

ころが、大きな評価の視点になると思います。シフトできていなかったら、それ

はかなり厳しい評価になっていくと思うので、そんな形の動かし方をしていただ

ければなというふうに思います。 

 あと、皆様からご意見いかがでしょうか。 

 

３ページの一番上にある子どもの学習生活支援事業というのがあって、これっ
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事務局 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

て貧困の子どもに直接届くものだなあと思うのですが、これは、実体としてはど

のような運用をされているのか教えてください。 

 

 

担当課がおりませんが概略をご説明いたしますと、生活保護の受給世帯のお子

さんを対象に勉強を色々教えていただけるという団体があるのですが、そこに委

託をしまして週１回程度、夜間にお子さんに来ていただいて学習支援をするとい

ったものでございます。 

 市では１か所ですか。 

 

 はい。現在１か所と聞いております。 

 

 こういうところが増えていくといいと思うのですが。開設場所まで行けないで

すよね。貧困のお子さんは。 

 

 その辺はまた、所管の方とも調整をして検討していきたいと思います。 

 

 貧困対策推進計画が出来るっていうことは、予算がつくってことで理解してよ

ろしいのですよね。予算がつかなければ計画を推進出来ないし、子どもの学習生

活支援事業もいいとは思うけれど、場所数増やさないと。それには予算も必要と

いうことになってくると思のですが、予算はつくのでしょうか。 

 

 私達が予算要求をしていく際には、行政側の職員がこう言っていますだけで

は、やはり予算を要求する根拠としては伝わりづらいものがございます。なので、

こうしてこの場にお集まりの皆さんから、この事業をこういうふうにして欲し

い、こういうふうにしていくべきだといったようなご意見がいただけますと、予

算要求する際に強く言える根拠となります。背景とバックボーンなどといったと

ころですけれども、是非そういったご意見をいただければと思います。 

 

 では、子どもの学習生活支援事業に予算をいっぱいください、とお願いします。 
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遠藤委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

遠藤委員 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川向委員 

 

 

 

 

 

 学習支援を行う団体ですが、ＣＬＣＡ（子ども生活文化協会）いう団体でござ

いまして、そちらに委託されて運営していると思います。場所は、小田原駅近く

のふらっと城山という民家なのですが、社会福祉協議会が管理をしています。そ

この民家で、週に１回皆さん集まって勉強会が開かれているという状況です。そ

ういった拠点を利用されて活動を行っているようでございます。一応情報まで

に。 

 

 学習支援を実施する場所や必要な予算が増えるといいですし、あと伺った話だ

と、そこにピンポイントで生活保護のお子さん来てくださいというような繋ぎが

難しいといったことも聞いたことがあるのですが、いかがですか。 

 

 そこは私共が直接係わっているところではないので、市役所福祉政策課や、生

活援護課の方が詳しいと思います。私共は場所の提供ということで、ご協力をさ

せていただいているという状況です。 

 

 貧困家庭の支援といっても、ピンポイントで生活保護世帯とか、生活保護世帯

まではいかなくてもその手前で少し困っていらっしゃる方達に、サービスを届け

るのはかなり難しいかなと思うので、計画にたくさん事業が並んでいますが、こ

ういう事業に比較的情報を取りにくい貧困世帯のお子さんが、繋げられるような

工夫があるといいなと思います。そういった困難な状況にあるご家庭は、色々な

ところに行くような余力とか、親が情報を得る力とか、そういう点が難しいよう

に思います。なので、その辺も全ての事業において工夫をしていただけるといい

のなと思います。 

 あといかがでしょうか。川向委員お願いします。 

 

 例えば空き家などを活用して、学習支援の拠点にするなど、利用する子どもた

ちが周りの目を気にせず、自然に行かれるような環境であると良いと思いまし

た。ぜひ、空き家対策委員会などにお話を繋げていただけたらいいなと思います。 

それで、ヤングケアラーの相談窓口について埼玉県では LINE で実施している

らしいです。例えば食べるものがなくて親も遅くまで帰ってこなくて、どうして

いいかわからない。けれど、警察に電話するわけにもいかないし、どこにも相談
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年支援課子

ども青少年

相談係長 

 

 

 

川向委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

川向委員 

 

会長 

 

できない場合に、今の子どもは結構携帯電話を持っているのでね。それで、子ど

もが相談したい場合、市の子ども相談部署へ相談しに行くというのは、中々ハー

ドルも高く難しいと思うのです。受付時間の関係とか曜日の関係もあると思うの

ですが。なので、小田原市でも是非 LINE 相談を実施していただきたいなあという

のが意見でございます。 

 

 はい、ありがとうございます。私は、子ども・子育て会議の委員長として、今

度小田原市で新しく出来る、「小田原市青少年未来会議」というのに委員で出させ

ていただきます。来週から始まりますけれども、そこで今いただいた意見につい

ては、子ども・子育て会議からということでお伝えしたいと思います。 

 

 LINE 相談について、確かに埼玉県は先行してヤングケアラーを含めたケアラー

支援という形で、とても頑張っている自治体だと思います。それで、神奈川県で

も LINE 相談を始めており、市で新たに LINE 相談を実施する考えはありません。

市ではその LINE 相談を使いましょうという形の周知をしているような状態であ

ります。何より大事なのは子どもに情報を届けることだと思いますので、周知に

ついては市が頑張っていきたいと思います。ご意見ありがとうございます。 

 

 質問ですが、相談者の子ども本人が言わないかもしれませんが、神奈川県の方

で受けた LINE 相談について、どこの誰がどういった相談をしたというような情

報は、小田原市にも共有されるのでしょうか。 

 

 そうですね。まだそういう事例が実際に起こっているわけではないですけれど

も、LINE 相談の中で、匿名ではなくお名前を出して具体的な支援を必要としてい

るとなると、県では具体的な支援は出来ないので、市町村の方に当然相談は来る

ものだと思っております。 

 

 分かりました。 

 

他にいかがでしょうか。山岸さんお願いします。 
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山岸氏（児童

相談所長代

理） 

 

 

 

会長 

 

中島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 先ほどの学習支援の件で、現在は市に１か所しかないということで、事業の中

で予算がつくためには、色々な外の声が必要だという説明でした。会議での意見

を拾うだけでなく、子どもの貧困対策の推進のために、市はこういう事業を実施

してみたいなど、市から提案してそれに対して子ども・子育て会議の委員から意

見を聞くなど、この会議の場をうまく活用されてはいかがかなと思いました。 

 

 ありがとうございます。はい、中島委員。お願いします。 

 

 今回、この具体的な計画について、ご意見をいただきたいっていうお話をいた

だきました。新規事業として何があったらということで、ずっと考えていたので

すが、貧困という問題について、暮らしている方がどのようなことに一番困って

いるのかなっていう部分が、自分の中に具体的にイメージできませんでした。計

画に羅列されたものを色々見てみたのですが、一体どこに優先順位をつけてやっ

たらいいのか分かりません。まず実態があり、それを解決するための手立てが必

要だと思うのですが、自分の中にそこが明確に出来なかったので、もし、これを

あげた根拠というものがあると思いますので、こういう時にすごく困っているっ

ているというような、そのようなことが分かるデータがあったら後日でもいいの

で教えていただけると、それを基にこういうこともやったらどうですかっていう

意見が出せるのかなって思いました。以上です。 

 

 はいありがとうございます。何かデータはありますか。 

 

 今、中島委員のご気持ちに沿った資料・データといいますと、やはり前回、第

１回会議でお示しした子ども生活実態調査が、今のところ私共が持っている資料

やデータの中で一番近いものかなと思っております。また、併せて来年度の話に

なりますけれども、第３期の計画策定に向けて、ニーズ調査を実施する予定にな

っておりますので、調査項目についてまた委員の皆様にはご意見を伺いますの

で、教えていただければと思います。以上です。 

 

 ありがとうございます。山崎委員お願いします。 
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山崎委員 

 

 

事務局 

 

 

山崎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

山崎委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 障がい児ケア付き通学支援事業について実際に利用されている方がいるかど

うかっていうのをちょっとお聞きしたいのですけど。 

 

 大変恐れ入ります。本日この場に担当課が控えておりませんので、詳細は後日

個別にご連絡させていただければと思います。 

 

 この事業は通学だけが対象なのですが、私の施設に通っている方で医療的ケア

が必要なお子さんがいて、自宅の車で通うのが難しくて、お母さんがバギーを押

して、下の子を抱っこかおんぶして真夏でも汗だくで通うという状況で、私の施

設も送迎がそこまで回らないというのがあって、通学だけではなく、通園にも利

用できないかと障がい福祉課の方にも掛けあったらしいのですが。利用できる制

度ありませんというふうに言われたということで、数少ない事例だとは思うので

すけれども、そういうお子さんとか家族にも支援が行き届くといいなってすごく

思っています。やはりこういう状況にあるお子さんは通園バスに乗るのは難しい

と思います。胃ろうがあって、発作があってっていうお子さんを、複数人居るバ

スに乗せてくるっていうのは大変難しいです。なおかつその家庭で車を持ってい

ないってなると、そのお子さんの送迎をどうするかというのも、市として考えて

いただけたらありがたいなと思います。 

 

 小田原市は送迎ボランティアみたいなものはないのでしょうか。 

 

ファミリー・サポート・センター事業を利用するということになると思うので

すが、お金がかかってしまいます。 

 

 そうですよね。私も言おうと思っていたのですが、ファミリー・サポート・セ

ンター事業は利用料金がかかるので、このままでは貧困対策にならないため、

色々な条件を付けて、条件に該当する方はすごく低額か、無償で利用出来るよう

な予算を市も要求してほしいとと思います。そうしたらその方も、ファミリー・

サポート・センター事業は車を使った送迎もありますよね。 
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会長 

 

 

石井委員 

 

 

 

 

 送迎はやっていますが、いずれにしてもお金がかかるので皆さん利用を控えて

しまっているケースが多いと思います。 

 

 そうですよね。だからファミリー・サポート・センター事業はお金がある人し

か使えないですよね。利用料を補助するような仕組みについては、ただ単にその

家庭の経済的な状況だけでなく、山崎委員が例に出してくださった家庭のように

サービスが必要な家庭かどうか、その状況も見ていただきたいですね。経済的な

状況だけで見てしまうと対象外になってしまう場合もあると思うので。是非、市

の方でも利用料の補助制度組みづくりや対象者について検討していただきたい

と思います。 

 他にいかがでしょうか。川本委員お願いします。 

 

 貧困対策に関連する事業がたくさんあるのだということを改めて思いました。

先ほど、武藤委員がおっしゃったように、これだけ事業があるのに実際本当に必

要な人に届いているかっていうところが課題に思います。個人情報の部分もあり

ますし、自分も子育て支援の現場に立って思う部分ですが、支援が必要な方は子

育て支援センターを利用しないケースが多いと感じています。本当に支援が必要

な方は地域に埋もれてしまっているのではないかと。なので、情報提供の仕方に

ついて、市も工夫が必要ではないかと思いますし、こういう場で考えていけたら

良いなとも思います。また、現在は保育コンシェルジュもすごく稼働しています

し、貧困をはじめ支援を必要とする人に、コンシェルジュ的な役割の方も必要な

のかなと思いました。 

 

 ありがとうございます。 

では、石井委員お願いいたします。 

 

 川本委員のご意見に繋がるところがあるのですが、私自身海外育ちでずっとイ

ンターナショナルスクールに通っていました。現在、自分の子ども達が幼稚園か

ら中学校までそれぞれ通っているのですが、日本はカウンセラーの方がすごく少

ないなと思っています。また、カウンセリングがあっても、常にカウンセラーの

方が居るわけではなくて各校を移動されているようです。そうすると、子どもが
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会長 

 

教育指導課

教育相談担

当課長 

 

話したい時に話せないっていう場面があるので、出来れば各学校や幼稚園などに

２人、３人はカウンセラーの配置が必要だと思います。インターナショナルスク

ールの時には、５人のカウンセラーがいて、小・中・高校全部の担当のカウンセ

ラーに毎年会って普通に相談することが出来ました。私自身が子どもの頃、悩み

があって辛かったのですが、インターナショナルスクールにカウンセラーが常に

いて、何か自分の身の危険があった時に、ここに電話しなさいという逃げ場があ

ったので、私自身ここまで成長できたと思っています。なので、情報提供とか、

決められた場所に行って話さなければいけないとか、そういうのは子どもにとっ

ては難しいことだと思います。なので、学校は逃げ場であって、でも先生は先生

で授業を教えなければならないから、親身に子ども１人ずつに関わっていくこと

は難しいと思うのですね。なので、保育コンシェルジュのような人を各学校に配

置して、子ども一人ひとりを必ず１年の内、１回か２回は面談をするという機会

をこれから作っていけば外からでは見えないような家庭内の問題を、そういう環

境があれば子どもが教えてくれたりするので。貧困対策というか、その家庭の課

題をそこで見分けることが出来ると思います。なので、計画に位置付けられた多

くの事業について、その家庭や子どもが使える事業を振分けることができるよう

な、入り口を作っていった方がいいかなと思うので、できれば各学校に２人から

３人でもこう連携を取って話が出来る体制ができると良いと思います。それで、

自分の子どもが小学校と中学校に通っているのですが、小学校と中学校の連携が

あまりできていないように思います。児童同士の事なども伝わっていない様子で

す。それで、考え方も学校によって異なることもあり、その辺も地域によってし

っかりと連携体制をつくってもらいたいのと、カウンセラーが常に居る状態を作

ってほしいなと思います。そうしたら、多分この貧困対策も次のステップにいけ

るように思います。 

 

 はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

これまで県からの配置で、スクールカウンセラーについては、週に１回という

ことで派遣をされております。市では、現在心理相談員も少しずつ増やしており

まして、各学校担当制ということで、かなりの頻度でそれぞれの学校に居させて

いただくようになっております。今現在はそういう段階でございます。かなり学
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会長 

 

 

 

石井委員 

 

 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

校からのニーズも高くて、出来るだけ心理相談員を多く雇用したいところなので

すが、今現在では少しずつ広げているという状況でございます。あと、小中学校

の連携につきましても、それぞれの学校において、保護者の方の了解を経てです

けれども、連携等をさせていただいて、お子さんに対して適切な支援にしっかり

繋がるようにしています。小学校ではこんなことやってくれていたのに中学では

やらなかったからわからなかったではないような形の連携を取っていただくよ

うに、特に入学手前ですよね、その段階で出来るだけ学校間で連携を取っていた

だくようにはしております。心理相談員については、市としても各学校に１人の

配置を将来的には目指していかなければいけないというふうには思っておりま

す。 

 

 その方向にゆっくりではあるが進めているっていうことですね。お子さんの状

況をそれぞれ１人ずつ分かっている方が、それが教員とは別に学校に居たら違い

ますよね。 

 

 １人ずつ問診票みたいのがあって、それをずっと引継いで行くのです。そうす

ると、次のカウンセラーや学校側もその後の子どもの情報を把握できて、どうい

うふうな家庭だからこの子は守らなければならないなど、危険な時に直ぐ駆けつ

けられるようなことが出来ればいいかなと思っています。 

 

 是非そういう状況を作っていただけると嬉しいですね。よろしくお願いしま

す。 

 

以上をもって、本日の次第はすべて終了となりますが、事務局から何かあります

か。 

 

先ほどご説明させていただきましたとおり、第２期子ども・子育て支援事業計

画（素案）に対するご意見は、10 月 28 日までにお願いいたします。意見票を配

布しましたが、こちらの様式に拘らず、例えばメールにご意見をそのまま打って

いただいても結構でございます。またお電話、ファックスでも受付いたしますの

で、何かお気づきの点がありましたら、よろしくお願いいたします。 
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会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 また、次回の開催日につきましては、来年の２月を予定しております。時期を

見て、会長とご相談しながら日程調整を図りまして、委員の皆様に開催のご通知

をお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

これで本日の予定は全て終了いたしました。 

皆様のご協力によりまして、滞りなく進行できましたことを お礼申し上げま

す。皆様、お疲れ様でした。 

 

これをもちまして、令和４年度第２回小田原市子ども・子育て会議を閉会させ

ていたします。 

 

《閉会》 

 

 


